
運 

送 

約 

款 

座 

間 

味 

村 

役 

場 

旅
客
及
び
手
回
り
品
の
運
送
の
部 

 

第
一
章 
総 

則 

（
適
用
範
囲
） 

第
一
条 

こ
の
運
送
約
款
は
、
当
村
が
経
営
す
る
航
路
で
行
う
旅
客
及
び
手
回
り
品
の
運
送
に
適
用
さ
れ
ま
す
。 

二 
 

こ
の
運
送
約
款
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
規
定
又
は
一
般
の
慣
習
に
よ
り
ま
す
。 

三 
 

当
村
が
こ
の
運
送
約
款
の
趣
旨
及
び
法
令
の
規
定
に
反
し
な
い
範
囲
内
で
特
約
の
申
込
み
に
応
じ
た
と
き

は
、
そ
の
特
約
に
よ
り
ま
す
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
運
送
約
款
で
「
旅
客
」
と
は
、
徒
歩
客
及
び
自
動
車
航
送
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
自
動
車
航

送
に
係
る
自
動
車
の
運
転
者
、
乗
務
員
、
乗
客
そ
の
他
の
乗
車
人
を
い
い
ま
す
。 

二 
 

こ
の
運
送
約
款
で
「
大
人
」
と
は
、
十
二
歳
以
上
の
者
（
小
学
生
（
小
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
の
小
学
校
又
は
盲
学
校
、
聾
学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
の
小
学
部
及
び

同
法
第
八
十
三
条
の
各
種
学
校
の
小
学
部
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
修
学
す
る
児
童
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
を
除
く
。）
を
い
い
ま
す
。 

三 
 

こ
の
運
送
約
款
で
「
小
児
」
と
は
、
十
二
歳
未
満
の
者
及
び
十
二
歳
以
上
の
小
学
生
を
い
い
ま
す
。 

四 
 

こ
の
運
送
約
款
で
「
手
回
り
品
」
と
は
、
旅
客
が
自
ら
携
帯
又
は
同
伴
し
て
船
室
に
持
ち
込
む
物
で
あ
っ

て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。 

 

（
一
） 

３
辺
の
長
さ
の
和
が
２
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
重
量
が
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
物
品 

 

（
二
） 

車
い
す
（
旅
客
が
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。） 

 

（
三
） 

身
体
障
害
者
補
助
犬
（
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
に
規
定

す
る
盲
導
犬
、
介
助
犬
及
び
聴
導
犬
で
あ
っ
て
、
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
し
て
い
る

も
の
を
い
う
。）
及
び
同
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
「
介
助
犬
」
又
は
「
聴
導
犬
」
と
表
示
を
し

て
い
る
も
の 

五 
 

こ
の
運
送
約
款
で
「
営
業
所
」
と
は
、
当
村
の
事
務
所
及
び
当
村
が
指
定
す
る
者
の
事
務
所
を
い
い
ま
す
。 

 

第
二
章 

運
送
の
引
受
け 

（
運
送
の
引
受
け
） 

第
三
条 

当
村
は
使
用
船
舶
の
輸
送
力
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
運
送
の
申
込
み
の
順
序
に
よ
り
、
旅
客
及
び
手
回

り
品
の
運
送
契
約
の
申
込
み
に
応
じ
ま
す
。 

二 
 

当
村
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
運
送
契
約
の
申



込
み
を
拒
絶
し
又
は
既
に
締
結
し
た
運
送
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

（
一
） 

当
村
が
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
場
合 

 

（
二
） 
旅
客
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合 

 
 
 

ア 
 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
一
一
四

号
）
に
よ
る
一
類
感
染
症
、
ニ
類
感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
若
し
く
は
指
定
感

染
症
（
入
院
を
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。）
の
患
者
（
疑
似
症
患
者
及
び
無
症
状
病
原
体
保
有
者

を
含
む
。）
又
は
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者 

 
 
 

イ 
 

泥
酔
者
、
薬
品
中
毒
者
そ
の
他
他
の
乗
船
者
の
迷
惑
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
者 

 
 
 

ウ 
 

重
病
者
又
は
小
学
校
に
修
学
し
て
い
な
い
小
児
で
、
付
添
人
の
な
い
者 

 
 
 

エ 
 

年
齢
、
健
康
上
そ
の
他
理
由
に
よ
っ
て
生
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
又
は
健
康
が
著
し
く
損
な
わ

れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者 

三 
 

旅
客
が
こ
の
運
送
約
款
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合 

四 
 

運
送
契
約
の
申
込
み
が
こ
の
運
送
約
款
と
異
な
る
運
送
条
件
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合 

五 
 

当
該
運
送
に
関
し
、
申
込
者
か
ら
特
別
な
負
担
を
求
め
ら
れ
た
場
合 

（
手
回
り
品
の
持
込
み
等
） 

第
四
条 

旅
客
は
、
手
回
り
品
（
第
二
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。）
を
二
個
に
限
り
、
船
室
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
手
回
り
品
の
大
き
さ
、

乗
船
す
る
船
舶
の
輸
送
力
等
を
勘
案
し
、
当
村
が
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
二
個
を
超
え
て
持
ち

込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

二 
 

当
村
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
回
り
品
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
物
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
持
込
み
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

（
一
） 

臭
気
を
発
す
る
も
の
、
不
潔
な
も
の
そ
の
他
乗
船
者
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の 

 

（
二
） 

鉄
砲
、
刀
剣
、
爆
発
物
そ
の
他
乗
船
者
、
他
の
物
品
又
は
船
舶
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も

の 

 

（
三
） 

遺
体 

 

（
四
） 

生
動
物
（
第
二
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。） 

 

（
五
） 

そ
の
他
運
送
に
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

三 
 

当
村
は
、
手
回
り
品
が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
物
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
き
は
、
旅
客
又
は

第
三
者
の
立
会
い
の
も
と
に
、
当
該
手
回
り
品
の
内
容
を
点
検
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

（
運
航
の
中
止
等
） 

第
五
条 

当
村
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
予
定
し
た
船
便



の
発
航
の
中
止
又
は
使
用
船
舶
、
発
着
日
時
、
航
行
経
路
若
し
く
は
発
着
港
の
変
更
の
措
置
を
と
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。 

 

（
一
） 
気
象
又
は
海
象
が
船
舶
の
航
行
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合 

 

（
二
） 

天
災
、
火
災
、
海
難
、
使
用
船
舶
の
故
障
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
が
発
生
し
た
場
合 

 

（
三
） 

船
員
そ
の
他
運
送
に
携
わ
る
者
の
同
盟
罷
業
そ
の
他
の
争
議
行
為
が
発
生
し
た
場
合 

 

（
四
） 

乗
船
者
の
疾
病
が
発
生
し
た
場
合 

 

（
五
） 

使
用
船
舶
の
奪
取
、
破
壊
等
の
不
法
行
為
が
発
生
し
た
場
合 

 

（
六
） 

官
公
署
の
命
令
又
は
要
求
が
あ
っ
た
場
合 

第
三
章 

運
賃
及
び
料
金 

（
運
賃
及
び
料
金
の
額
等
） 

第
六
条 

旅
客
（
自
動
車
航
送
を
行
う
場
合
に
合
っ
て
は
、
自
動
車
航
送
に
係
る
自
動
車
の
運
転
者
を
除
く
。）
及

び
手
回
り
品
の
運
送
の
運
賃
及
び
料
金
（
以
下
「
運
賃
及
び
料
金
」
と
い
う
。）
の
額
並
び
に
そ
の
適
用
方

法
に
つ
い
て
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
他
、
別
に
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
管

理
部
長
を
含
む
。）
に
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。 

二 
 

運
賃
及
び
料
金
に
は
、
旅
客
の
食
事
代
金
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

三 
 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
小
児
の
運
賃
及
び
料
金
は
、
無
料
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
指
定
制
の

座
席
又
は
寝
台
を
一
人
で
使
用
す
る
場
合
の
運
賃
及
び
料
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

（
一
） 

一
歳
未
満
の
小
児 

 

（
二
） 

大
人
に
同
伴
さ
れ
て
乗
船
す
る
一
歳
以
上
の
小
学
校
に
修
学
し
て
い
な
い
小
児
（
団
体
と
し
て
乗
船

す
る
者
及
び
大
人
一
人
に
つ
き
大
人
一
人
を
超
え
て
同
伴
さ
れ
て
乗
船
す
る
者
を
除
く
。） 

四 
 

重
量
の
和
が
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
手
回
り
品
の
料
金
は
、
無
料
と
し
ま
す
。 

五 
 

第
二
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
手
回
り
品
の
料
金
は
、
無
料
と
し
ま
す
。 

（
通
行
税
） 

第
七
条 

削
除 

（
運
賃
及
び
料
金
の
収
受
） 

第
八
条 

当
村
は
、
営
業
所
に
お
い
て
所
定
の
運
賃
及
び
料
金
を
収
受
し
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に
乗
船
券
を
発
行

し
ま
す
。 

二 
 

当
村
は
、
旅
客
が
船
長
又
は
当
村
の
係
員
の
承
諾
を
得
て
運
賃
及
び
料
金
を
支
払
わ
ず
に
乗
船
し
た
場
合

は
、
船
内
に
お
い
て
乗
船
区
間
、
等
級
及
び
船
室
に
対
応
す
る
運
賃
及
び
料
金
を
申
し
受
け
、
こ
れ
と
引
き

換
え
に
補
充
乗
船
券
を
発
行
し
ま
す
。 

三 
 

自
動
車
航
送
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
自
動
車
の
運
転
者
が
２
等
船
室
以
外
の
船
室
に
乗
船
し
よ
う



と
す
る
と
き
は
、
当
村
は
、
当
該
船
室
に
対
応
す
る
運
賃
及
び
料
金
の
額
と
２
等
運
賃
の
額
と
の
差
額
を
申

し
受
け
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に
補
充
乗
船
券
を
発
行
し
ま
す
。 

（
乗
船
券
の
効
力
） 

第
九
条 

乗
船
券
は
、
券
面
記
載
の
乗
船
区
間
、
通
用
期
間
、
指
定
便
（
乗
船
年
月
日
及
び
便
名
又
は
発
航
時
刻

が
指
定
さ
れ
て
い
る
船
便
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
等
級
及
び
船
室
に
限
り
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 

二 
 

定
期
乗
船
券
は
、
記
名
本
人
に
限
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

三 
 

旅
客
が
そ
の
都
合
に
よ
り
乗
船
券
（
定
期
乗
船
券
を
除
く
。）
の
券
面
記
載
の
乗
船
区
間
内
で
途
中
下
船
し

た
場
合
に
は
、
当
該
乗
船
券
の
前
途
は
、
無
効
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
乗
り
換
え
そ
の
他
こ
の
運
送
約
款
に

お
い
て
特
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

（
運
賃
及
び
料
金
の
変
更
の
場
合
の
取
扱
い
） 

第
十
条 

運
賃
及
び
料
金
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
変
更
前
に
当
村
が
発
行
し
た
乗
船
券
は
、
そ
の

通
用
期
間
内
に
限
り
、
有
効
と
し
ま
す
。 

（
乗
船
券
の
通
用
期
間
） 

第
十
一
条 

当
村
は
、
乗
船
券
（
指
定
便
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
の
通
用
期
間
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
を
定
め
、
こ
れ
を
券
面
に
記
載
し
ま

す
。 

 

（
一
） 

片
道
券 

発
売
日
限
り
（
乗
船
年
月
日
の
記
載
さ
れ
た
乗
船
券
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
乗
船
日
） 

 

（
二
） 

往
復
券 

発
売
日
を
含
め
て
十
四
日
間
（
乗
船
年
月
日
を
記
載
さ
れ
た
乗
船
券
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

乗
船
券
日
か
ら
十
四
日
間
） 

 

（
三
） 

回
数
券 

発
売
当
日
を
含
め
て
二
月
間 

 

（
四
） 

定
期
乗
船
券
・
団
体
乗
船
券
・
そ
の
他
の
乗
船
券 

券
面
記
載
の
通
用
期
間 

二 
 

疾
病
そ
の
他
旅
客
の
一
身
に
関
す
る
不
可
抗
力
又
は
当
村
が
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
旅
客
が
、
乗
船
す
る
こ
と
を
延
期
し
、
又
は
継
続
し
て
乗
船
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合

は
、
当
村
は
、
乗
船
券
の
未
使
用
区
間
に
つ
い
て
、
七
日
間
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
通
用
期
間
を
延
長
す
る

取
扱
い
に
応
じ
ま
す
。 

三 
 

旅
客
の
乗
船
後
に
乗
船
券
の
通
用
期
間
が
経
過
し
た
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
乗
船
す
る
間
に
限
り
、

当
該
乗
船
券
の
通
用
期
間
は
、
そ
の
間
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。 

（
乗
船
変
更
） 

第
十
二
条 

旅
客
が
乗
船
券
（
回
数
乗
船
券
及
び
定
期
乗
船
券
を
除
く
。）
の
通
用
期
間
の
終
了
前
（
指
定
便
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
便
の
発
航
前
）
に
券
面
記
載
の
乗
船
区
間
、
指
定
便
、
等
級
又
は
船



室
の
変
更
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
当
村
は
、
一
回
に
限
り
、
当
該
申
出
に
係
る
乗
船
券
の
発
売
営
業

所
そ
の
他
当
村
が
指
定
す
る
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
変
更
の
取
扱
い
に
応
じ
ま
す
。
た
だ
し
、
変
更
使

用
と
す
る
船
便
等
の
輸
送
力
に
余
裕
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

二 
 

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
村
が
変
更
の
取
扱
に
応
じ
る
場
合
に
は
、
当
該
変
更
に
係
る
手
数
料
は
、
無
料
と

し
、
変
更
後
の
乗
船
区
間
、
等
級
及
び
船
室
に
対
応
す
る
運
賃
及
び
料
金
の
額
と
既
に
収
受
し
た
運
賃
及
び

料
金
の
額
と
の
間
に
差
額
が
生
じ
る
と
き
は
、
当
村
は
、
不
足
額
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
申
し
受
け
、
過
剰
額
が

あ
れ
ば
こ
れ
を
払
い
戻
し
ま
す
。 

（
指
定
便
発
航
後
の
乗
船
変
更
の
特
例
） 

第
十
三
条 

旅
客
が
指
定
便
に
係
る
乗
船
券
に
つ
い
て
当
該
指
定
便
の
発
航
後
に
乗
船
船
便
の
変
更
を
申
し
出
た

場
合
に
は
、
当
村
は
、
当
該
乗
車
券
の
券
面
記
載
の
乗
船
日
に
発
航
す
る
他
の
船
便
の
輸
送
力
に
余
裕

が
あ
る
場
合
に
限
り
、
当
該
乗
船
券
に
よ
る
二
等
船
室
へ
の
乗
船
変
更
の
取
扱
い
に
応
じ
ま
す
。 

（
乗
越
し
等
） 

第
十
四
条 

旅
客
が
乗
船
後
に
乗
船
券
の
券
面
記
載
の
乗
船
区
間
、
等
級
又
は
船
室
の
変
更
を
申
し
出
た
場
合
に

は
、
当
村
は
、
そ
の
輸
送
力
に
余
裕
が
あ
り
、
か
つ
、
乗
越
し
又
は
上
位
の
等
級
若
し
く
は
船
室
へ
の

変
更
と
な
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
変
更
の
取
扱
い
に
応
じ
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
村
は
、
変
更
後

の
乗
船
区
間
、
等
級
及
び
船
室
に
対
応
す
る
運
賃
及
び
料
金
の
額
と
既
に
収
受
し
た
運
賃
及
び
料
金
の

額
と
の
差
額
を
申
し
受
け
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に
補
充
乗
船
券
を
発
行
し
ま
す
。 

（
乗
船
券
の
紛
失
） 

第
十
五
条 

旅
客
が
乗
船
券
を
紛
失
し
た
と
き
は
、
当
村
は
、
改
め
て
運
賃
及
び
料
金
を
申
し
受
け
、
こ
れ
と
引

き
換
え
に
乗
船
券
を
発
行
し
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
村
は
、
そ
の
旨
の
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

た
だ
し
、
乗
船
券
を
所
持
し
て
乗
船
し
た
事
実
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
規
定
を
適
用
し
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

二 
 
 

旅
客
は
、
紛
失
し
た
乗
船
券
を
発
見
し
た
と
き
は
、
そ
の
通
用
期
間
の
経
過
後
一
年
以
内
に
限
り
、
前

項
の
証
明
書
を
添
え
て
当
村
に
運
賃
及
び
料
金
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

（
不
正
乗
船
等
） 

第
十
六
条 

旅
客
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
村
は
、
運
賃
及
び
料
金
の
ほ

か
に
こ
れ
ら
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
の
増
運
賃
及
び
増
料
金
を
あ
わ
せ
て
申
し
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
乗
船
港
が
不
明
の
と
き
は
当
該
船
便
の
始
発
港
を
も
っ
て
乗
船
港
と
み
な

し
、
乗
船
し
た
等
級
が
不
明
の
と
き
は
当
該
船
舶
の
最
上
等
級
を
も
っ
て
乗
船
し
た
等
級
と
み
な
し
ま

す
。 

 

（
一
） 

船
長
又
は
当
村
の
係
員
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
乗
船
券
を
持
た
ず
に
乗
船
す
る
こ
と
。 



 
（
二
） 

無
効
の
乗
船
券
で
乗
船
す
る
こ
と
。 

 

（
三
） 

記
載
事
項
が
改
変
さ
れ
た
乗
船
券
で
乗
船
す
る
こ
と
。 

 

（
四
） 
当
該
乗
船
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
以
外
の
者
が
こ
れ
を
使
用
し
て
乗
船
す
る
こ
と 

 

（
五
） 

当
村
の
係
員
が
乗
船
券
の
呈
示
を
求
め
、
又
は
運
賃
及
び
料
金
の
支
払
い
を
請
求
し
て
も
こ
れ
に
応

じ
な
い
こ
と
。 

 

（
六
） 

不
正
の
申
告
に
よ
っ
て
、
運
賃
及
び
料
金
の
割
引
を
受
け
、
又
は
運
賃
及
び
料
金
を
支
払
わ
ず
に
乗

船
す
る
こ
と
。 

 

（
七
） 

乗
船
券
を
回
収
す
る
際
に
そ
の
引
渡
し
を
拒
否
す
る
こ
と
。 

（
払
戻
し
及
び
払
戻
し
手
数
料
） 

第
十
七
条 

当
村
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
乗
船
券
の
発
売
営
業
所
そ
の
他
当
村

が
指
定
す
る
営
業
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
運
賃
及
び
料
金
を
払
い
戻
し
ま
す
。 

 

（
一
） 

 

旅
客
が
、
入
鋏
前
の
船
便
の
指
定
の
な
い
乗
船
券
（
回
数
乗
船
券
及
び
定
期
乗
船
券
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
つ
い
て
、
そ
の
通
用
期
間
内
に
払
戻
し
の
請
求
を
し
た
場
合
（
第
三

号
及
び
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）
券
面
記
載
金
額
（
割
引
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
割
引

後
の
金
額
。
以
下
同
じ
。） 

（
二
） 

 

旅
客
が
入
鋏
前
の
指
定
便
に
係
る
乗
船
券
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
便
の
発
航
前
に
払
戻
し
の
請
求
を

し
た
場
合
（
次
号
及
び
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）
券
面
記
載
金
額 

（
三
） 

 

死
亡
、
疾
病
そ
の
他
旅
客
の
一
身
に
関
す
る
不
可
抗
力
に
よ
り
、
旅
客
が
、
乗
船
す
る
こ
と
を
取
り

止
め
、
又
は
継
続
し
て
乗
船
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
に
お
い
て
、
乗
船
券

の
通
用
期
間
の
経
過
後
三
十
日
以
内
に
払
戻
し
の
請
求
を
し
た
と
き
。
券
面
記
載
金
額
と
既
使
用
区
間
に

対
応
す
る
運
賃
及
び
料
金
の
額
と
の
差
額 

（
四
） 

 

旅
客
が
、
入
鋏
前
の
回
数
乗
船
券
に
つ
い
て
、
そ
の
通
用
期
間
内
に
払
戻
し
の
請
求
を
し
た
場
合
券

面
記
載
の
乗
船
区
間
の
回
数
割
引
前
の
運
賃
及
び
料
金
の
額
に
使
用
済
券
片
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
券

面
記
載
金
額
か
ら
控
除
し
た
額 

（
五
） 

 

旅
客
が
定
期
乗
船
券
に
つ
い
て
、
そ
の
通
用
期
間
内
に
払
戻
し
の
請
求
を
し
た
場
合 

券
面
記
載
の

乗
船
区
間
の
往
復
の
運
賃
及
び
料
金
の
額
（
往
復
割
引
が
あ
る
と
き
は
、
割
引
後
の
運
賃
及
び
料
金
の
額
）

に
使
用
開
始
日
以
降
の
経
過
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
券
面
記
載
金
額
か
ら
控
除
し
た
額 

（
六
） 

 

特
別
急
行
料
金
又
は
急
行
料
金
を
収
受
す
る
船
便
（
以
下
「
急
行
便
」
と
い
う
。）
が
、
当
該
急
行

便
の
所
定
の
所
要
時
間
以
内
の
時
間
で
当
村
が
定
め
る
時
間
以
上
遅
延
し
て
到
着
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
急
行
便
の
旅
客
が
払
戻
し
の
請
求
を
し
た
と
き
。
収
受
し
た
特
別
急
行
料
金
又
は
急
行
料
金
の
額 

（
七
） 

 

当
村
が
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
旅
客
が
運
送
契
約
を
解
除
し
、
払



戻
し
の
請
求
を
し
た
と
き
。
券
面
記
載
金
額
と
既
使
用
区
間
に
対
応
す
る
運
賃
及
び
料
金
の
額
と
の
差
額 

（
八
） 

 

当
村
が
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
運
送
契
約
を
解
除
し
た
場
合 

券
面
記
載
金
額
と
既
使
用
区

間
に
対
応
す
る
運
賃
及
び
料
金
の
額
と
の
差
額 

（
九
） 

 
旅
客
が
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し
の
請
求
を
し
た
場
合 

券
面
記
載
金
額 

二 
 
 

当
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
運
賃
及
び
料
金
の
払
戻
し
を
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
村
が
定
め
る
額
の
手
数
料
を
申
し
受

け
ま
す
。
た
だ
し
、
同
項
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
（
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
係
る
場
合
に
限
る
。）

に
係
る
払
戻
し
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

（
一
） 

 

前
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
号
（
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
係
る
場
合
を
除

く
。）
及
び
第
九
号
に
係
る
払
戻
し 

 

二
百
円 

（
二
） 

 

前
項
第
二
号
に
係
る
払
戻
し 

 
 
 
 

ア 
 

発
航
す
る
日
の
七
日
前
ま
で
の
請
求
に
係
る
払
戻
し 

 

二
百
円 

 
 
 
 

イ 
 

発
航
す
る
日
の
前
々
日
ま
で
の
請
求
に
係
る
払
戻
し 

券
面
記
載
金
額
の
一
割
に
相
当 

 
 
 
 
 
 

す
る
額
（
そ
の
額
が
二
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
百
円
） 

 
 
 
 

ウ 
 

発
航
時
刻
ま
で
の
請
求
に
係
る
払
戻
し 

券
面
記
載
金
額
の
三
割
に
相
当
す
る
額
（
そ 

 
 
 
 
 
 

の
額
が
二
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
百
円
） 

第
四
章 

旅
客
の
義
務 

（
旅
客
の
禁
止
行
為
等
） 

第
十
八
条 

旅
客
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

 

（
一
） 

 

み
だ
り
に
船
舶
の
操
舵
設
備
そ
の
他
の
運
航
の
た
め
の
設
備
又
は
船
舶
に
係
る
旅
客
乗
降
用
可
動

施
設
の
作
動
装
置
を
操
作
す
る
こ
と
。 

 

（
二
） 

 

み
だ
り
に
船
舶
内
の
立
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
。 

 

（
三
） 

 

船
舶
内
の
喫
煙
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
に
お
い
て
喫
煙
す
る
こ
と
。 

 

（
四
） 

 

み
だ
り
に
消
化
器
、
非
常
用
警
報
装
置
、
救
命
胴
衣
そ
の
他
の
非
常
の
際
に
使
用
す
べ
き
装
置
又

は
器
具
を
操
作
し
、
又
は
移
動
す
る
こ
と
。 

 

（
五
） 

 

み
だ
り
に
自
動
車
そ
の
他
の
貨
物
の
積
付
け
の
た
め
の
装
置
又
は
器
具
を
操
作
し
、
又
は
移
動
す

る
こ
と
。 

 

（
六
） 

 

み
だ
り
に
タ
ラ
ッ
プ
、
し
ゃ
断
機
そ
の
他
乗
船
者
又
は
自
動
車
の
乗
下
船
又
は
転
落
防
止
の
た
め

の
設
備
を
操
作
し
、
又
は
移
動
す
る
こ
と
。 

 

（
七
） 

 

み
だ
り
に
乗
船
者
又
は
自
動
車
の
乗
下
船
の
方
法
を
示
す
標
識
そ
の
他
乗
船
者
の
安
全
の
た
め
に

掲
げ
ら
れ
た
標
識
又
は
掲
示
物
を
損
傷
し
、
又
は
移
動
す
る
こ
と
。 



 
（
八
） 

 

石
、
ガ
ラ
ス
び
ん
、
金
属
片
そ
の
他
船
舶
又
は
船
舶
上
の
人
若
し
く
は
積
載
物
を
損
傷
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
物
件
を
船
舶
に
向
か
っ
て
投
げ
、
又
は
発
射
す
る
こ
と
。 

 

（
九
） 

 

海
中
投
棄
を
禁
止
さ
れ
た
物
品
を
船
舶
か
ら
海
中
に
投
棄
す
る
こ
と
。 

 

（
十
） 

 
他
の
乗
船
者
に
不
快
感
を
与
え
、
又
は
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
。 

 

（
十
一
） 

船
内
の
秩
序
若
し
く
は
風
紀
を
乱
し
、
又
は
衛
生
に
害
の
あ
る
行
為
を
す
る
こ
と
。 

二 
 
 

旅
客
は
、
乗
下
船
そ
の
他
船
内
に
お
け
る
行
動
に
関
し
、
船
長
又
は
当
村
の
係
員
が
輸
送
の
安
全
確
保

と
船
内
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
行
う
職
務
上
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

三 
 
 

船
長
は
、
前
項
の
指
示
に
従
わ
な
い
旅
客
に
対
し
、
下
船
を
命
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

（
手
回
り
品
の
保
管
） 

第
十
九
条 

旅
客
は
、
船
室
に
持
ち
込
ん
だ
手
回
り
品
を
自
己
の
責
任
に
お
い
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

第
五
章 

賠
償
責
任 

（
当
村
の
賠
償
責
任
） 

第
二
十
条 

当
村
は
、
旅
客
が
、
船
長
又
は
当
村
の
係
員
の
指
示
に
従
い
、
乗
船
港
の
乗
降
施
設
（
改
札
口
が
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
改
札
口
。
以
下
同
じ
。）
に
達
し
た
時
か
ら
下
船
港
の
乗
降
施
設
を
離
れ
た
時
ま

で
の
間
に
、
そ
の
生
命
又
は
身
体
を
害
し
た
場
合
は
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
賠
償
す
る

責
任
を
負
い
ま
す
。 

二 
 
 

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
適
用
し
ま
せ
ん
。 

 

（
一
） 

 

当
村
が
、
船
舶
に
構
造
上
の
欠
陥
及
び
機
能
の
障
害
が
な
か
っ
た
こ
と
並
び
に
当
村
及
び
そ
の
使

用
人
が
当
該
損
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
っ
た
こ
と
又
は
不
可
抗
力
な
ど
の
理
由
に

よ
り
そ
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
場
合 

 

（
二
） 

 

当
村
が
、
旅
客
又
は
第
三
者
の
故
意
若
し
く
は
過
失
に
よ
り
、
又
は
旅
客
が
こ
の
運
送
約
款
を
守

ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
損
害
が
生
じ
た
こ
と
を
証
明
し
た
場
合 

三 
 
 

当
村
は
、
手
回
り
品
そ
の
他
旅
客
の
保
管
す
る
物
品
の
滅
失
、
き
損
等
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て

は
、
当
村
又
は
そ
の
使
用
人
に
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
責

任
を
負
い
ま
す
。 

四 
 
 

当
村
が
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
又
は

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
村
が
責
任
を
負
う
場
合
を
除
き
、
当
村
は
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
い
ま
せ

ん
。 

（
旅
客
に
対
す
る
賠
償
請
求
） 

第
二
十
一
条 

旅
客
が
、
そ
の
故
意
若
し
く
は
過
失
に
よ
り
、
又
は
こ
の
運
送
約
款
を
守
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

り
当
村
に
損
害
を
与
え
た
場
合
は
、
当
村
は
、
当
該
旅
客
に
対
し
、
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ



と
が
あ
り
ま
す
。 

 

第
六
章 

連
絡
運
輸
等 

（
連
絡
運
輸
） 

第
二
十
二
条 
当
村
と
連
絡
運
輸
に
関
す
る
取
決
め
の
あ
る
運
送
事
業
者
が
発
行
す
る
連
絡
乗
車
船
券
は
、
当
村

の
運
送
区
間
に
つ
い
て
は
、
当
村
の
乗
船
券
と
み
な
し
ま
す
。 

二 
 
 

当
村
が
連
絡
運
輸
に
係
る
運
送
を
引
き
受
け
る
場
合
は
、
当
村
は
、
全
運
送
区
間
の
運
送
に
対
す
る
運

賃
及
び
料
金
そ
の
他
の
費
用
を
収
受
し
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に
全
運
送
区
間
の
運
送
に
対
す
る
連
絡
乗
車

船
券
を
発
行
し
ま
す
。 

三 
 
 

連
絡
運
輸
に
係
る
旅
客
及
び
手
回
り
品
の
運
送
に
つ
い
て
は
、
当
村
の
運
送
区
間
に
関
し
て
は
こ
の
運

送
約
款
が
適
用
さ
れ
ま
す
。 

（
共
通
乗
船
券
） 

第
二
十
三
条 

当
村
と
共
通
乗
船
券
に
よ
る
旅
客
の
運
送
の
取
扱
い
に
関
す
る
取
決
め
の
あ
る
船
舶
運
航
事
業
者

が
発
行
す
る
共
通
乗
船
券
は
、
当
村
の
乗
船
券
と
み
な
し
ま
す
。 

二 
 
 

前
項
の
共
通
乗
船
券
に
よ
り
行
わ
れ
る
旅
客
及
び
手
回
り
品
の
運
送
に
つ
い
て
は
、
当
村
の
運
送
区
間

に
関
し
て
は
、
こ
の
運
送
約
款
が
適
用
さ
れ
ま
す
。 

  

自
動
車
航
送
の
部 

 

第
一
章 

総 

則 

（
適
用
範
囲
） 

第
一
条 

こ
の
運
送
約
款
は
、
当
村
が
経
営
す
る
航
路
で
行
う
自
動
車
航
送
に
係
る
自
動
車
並
び
に
そ
の
運
転
者

及
び
積
載
貨
物
の
運
送
に
適
用
さ
れ
ま
す
。 

二 
 

こ
の
運
送
約
款
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
規
定
又
は
一
般
の
慣
習
に
よ
り
ま
す
。 

三 
 

当
村
が
こ
の
運
送
約
款
の
趣
旨
及
び
法
令
の
規
定
に
反
し
な
い
範
囲
内
で
特
約
の
申
込
み
に
応
じ
た
と
き

は
、
そ
の
特
約
に
よ
り
ま
す
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
運
送
約
款
で
「
自
動
車
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
二
輪
の
も
の
以
外
の
も
の
を
い
い
ま
す
。 

二 
 

こ
の
運
送
約
款
で
「
運
送
申
込
人
」
と
は
、
自
動
車
航
送
に
係
る
自
動
車
並
び
に
そ
の
運
転
者
及
び
積
載

貨
物
に
つ
い
て
当
村
と
運
送
契
約
を
締
結
す
る
者
を
い
い
ま
す
。 

三 
 

こ
の
運
送
約
款
で
「
営
業
所
」
と
は
、
当
村
の
事
務
所
及
び
当
村
が
指
定
す
る
者
の
事
務
所
を
い
い
ま
す
。 

 



（
自
動
車
の
運
転
者
に
つ
い
て
の
旅
客
運
送
の
部
の
適
用
） 

第
三
条 

自
動
車
航
送
に
係
る
自
動
車
の
運
転
者
の
運
送
に
つ
い
て
は
、
こ
の
部
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
旅
客

運
送
の
部
の
規
定
が
適
用
さ
れ
ま
す
。 

 

第
二
章 

運
送
の
引
受
け 

（
運
送
の
引
受
け
） 

第
四
条 

当
村
は
、
使
用
船
舶
の
輸
送
力
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
運
送
の
申
込
み
の
順
序
に
よ
り
、
自
動
車
航
送

に
係
る
自
動
車
並
び
に
そ
の
運
転
者
及
び
積
載
貨
物
の
運
送
契
約
の
申
込
み
に
応
じ
ま
す
。 

二 
 

当
村
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
運
送
契
約
の
申

込
み
を
拒
絶
し
、
又
は
既
に
締
結
し
た
運
送
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

（
一
）
当
村
が
第
七
条
の
規
定
よ
る
措
置
を
と
っ
た
場
合 

 

（
二
）
自
動
車
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合 

 
 
 

ア 

法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
運
行
さ
れ
る
も
の 

 
 
 

イ 

そ
の
積
載
貨
物
の
積
載
方
法
が
運
送
に
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

 
 
 

ウ 

そ
の
他
乗
船
者
、
他
の
物
品
若
し
く
は
船
舶
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
乗
船
者
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
も
の 

 

（
三
）
自
動
車
の
積
載
貨
物
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
物
で
あ
る
場
合 

 
 
 

ア 

臭
気
を
発
す
る
も
の
、
不
潔
な
も
の
そ
の
他
乗
船
者
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の 

 
 
 

イ 

白
金
、
金
そ
の
他
の
貴
金
属
、
貨
幣
、
銀
行
券
、
有
価
証
券
、
印
紙
類
、
宝
石
類
、
美
術
品
、
骨
と

う
品
そ
の
他
の
高
価
品 

 
 
 

ウ 

銃
砲
、
刀
剣
、
爆
発
物
そ
の
他
乗
船
者
、
他
の
物
品
又
は
船
舶
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も

の 

 
 
 

エ 

生
動
物 

 
 
 

オ 

そ
の
他
運
送
に
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

 

（
四
）
自
動
車
の
運
転
者
又
は
運
送
申
込
人
が
こ
の
運
送
約
款
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
又
は
行
う

お
そ
れ
が
あ
る
場
合 

 

（
五
）
運
送
契
約
の
申
込
み
が
こ
の
運
送
約
款
と
異
な
る
運
送
条
件
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合 

（
六
）
当
該
運
送
に
関
し
、
申
込
者
か
ら
特
別
な
負
担
を
求
め
ら
れ
た
場
合 

（
積
載
貨
物
の
内
容
の
申
告
等
） 

第
五
条 

運
送
申
込
人
は
、
自
動
車
の
積
載
貨
物
が
前
条
第
二
項
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
物
で
あ
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
当
村
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

二 
 

当
村
は
、
そ
の
積
載
貨
物
が
前
条
第
二
項
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
物
で
あ
る
自
動
車
の
運
送
の



申
込
み
に
応
じ
る
場
合
に
は
、
運
送
申
込
人
に
対
し
、
そ
の
負
担
に
お
い
て
当
該
積
載
貨
物
に
つ
き
看
守
人
の
添

乗
、
積
荷
保
険
の
付
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

三 
 

当
村
は
、
自
動
車
の
積
載
貨
物
が
前
条
第
二
項
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
物
で
あ
る
疑
い
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
運
転
若
し
く
は
運
送
申
込
人
又
は
第
三
者
の
立
会
い
の
も
と
に
、
当
該
積
載
貨
物

の
内
容
を
点
検
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

四 
 

当
村
は
、
そ
の
積
載
貨
物
が
前
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
該
当
す
る
物
で
あ
る
自
動
車
の
運
送
に
関
し
て
は
、

運
送
申
込
人
が
運
送
の
申
込
み
に
際
し
当
該
積
載
貨
物
の
種
類
及
び
価
格
を
明
示
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
そ

の
損
傷
又
は
滅
失
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。 

（
途
中
下
船
等
） 

第
六
条 

当
村
は
、
自
動
車
の
途
中
下
船
そ
の
他
の
依
頼
に
は
応
じ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
当
村
が
取
扱
い
上
支
障

が
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

二 
 

前
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
よ
り
当
村
が
運
送
申
込
人
の
依
頼
に
応
じ
る
場
合
に
必
要
と
な
る
運
賃
そ
の

他
の
費
用
は
、
運
送
申
込
人
の
負
担
と
し
ま
す
。 

（
運
航
の
中
止
等
） 

第
七
条 

当
村
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
予
定
し
た
船
便

の
発
航
の
中
止
、
使
用
船
舶
、
発
着
日
時
、
航
行
経
路
若
し
く
は
発
着
港
の
変
更
又
は
自
動
車
の
種
類
等
の
制
限

の
措
置
を
と
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

（
一
）
気
象
又
は
海
象
が
船
舶
の
航
行
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合 

 

（
二
）
天
災
、
火
災
、
海
難
、
使
用
船
舶
の
故
障
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
が
発
生
し
た
場
合 

 

（
三
）
船
員
そ
の
他
運
送
に
携
わ
る
者
の
同
盟
罷
業
そ
の
他
の
争
議
行
為
が
発
生
し
た
場
合 

 

（
四
）
乗
船
者
の
疾
病
が
発
生
し
た
場
合 

 

（
五
）
使
用
船
舶
の
奪
取
、
破
壊
等
の
不
法
行
為
が
発
生
し
た
場
合 

 

（
六
）
官
公
署
の
命
令
又
は
要
求
が
あ
っ
た
場
合 

 

第
三
章 

運 

賃 

（
運
賃
の
額
等
） 

第
八
条 

自
動
車
航
送
に
係
る
自
動
車
並
び
に
そ
の
運
転
者
及
び
積
載
貨
物
の
運
送
の
運
賃
（
以
下
「
運
賃
」
と

い
う
。）
の
額
及
び
そ
の
適
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
別
に
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
管
理
部
長
を
含
む
。）
に
届
け
出

た
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。 

二 
 

運
賃
に
は
、
自
動
車
の
運
転
者
一
名
が
二
等
船
室
に
乗
船
す
る
場
合
の
当
該
運
転
者
の
運
送
の
運
賃
が
ふ

く
ま
れ
て
い
ま
す
。 

（
運
賃
の
収
受
） 



第
九
条 

当
村
は
、
営
業
所
に
お
い
て
所
定
の
運
賃
を
収
受
し
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に
自
動
車
航
送
券
を
発
行
し

ま
す
。 

二 
 

当
村
は
、
自
動
車
の
運
転
者
が
船
長
又
は
当
村
の
係
員
の
承
諾
を
得
て
運
賃
を
支
払
わ
ず
に
自
動
車
を
乗

船
さ
せ
た
場
合
は
、
船
内
に
お
い
て
乗
船
区
間
に
対
応
す
る
運
賃
を
申
し
受
け
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に
補
充

自
動
車
航
送
券
を
発
行
し
ま
す
。 

（
自
動
車
航
送
券
の
効
力
） 

第
十
条 

自
動
車
航
送
券
は
、
券
面
記
載
の
乗
船
区
間
、
通
用
期
間
、
指
定
便
（
乗
船
年
月
日
及
び
便
名
又
は
発

航
時
刻
が
指
定
さ
れ
て
い
る
船
便
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
並
び
に
自
動
車
の
種
類
及
び
長
さ
に
限
り
、
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

二 
 

自
動
車
の
運
転
者
が
そ
の
都
合
に
よ
り
自
動
車
航
送
券
の
券
面
記
載
の
乗
船
区
間
内
で
自
動
車
を
途
中
下

船
さ
せ
た
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
航
送
券
の
前
途
は
、
無
効
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
乗
換
え
そ
の
他
こ
の

運
送
約
款
に
お
い
て
特
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

（
運
賃
の
変
更
の
場
合
の
取
扱
い
） 

第
十
一
条 

運
賃
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
変
更
前
に
当
村
が
発
行
し
た
自
動
車
航
送
券
は
、
そ
の

通
用
期
間
内
に
限
り
、
有
効
と
し
ま
す
。 

（
自
動
車
航
送
券
の
通
用
期
間
） 

第
十
二
条 

当
村
は
、
自
動
車
航
送
券
（
指
定
便
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
の
通
用
期
間
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に

定
め
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
を
定
め
、
こ
れ
を
券
面
に
記

載
し
ま
す
。 

 

（
一
） 

片
道
券 

発
売
日
限
り
（
乗
船
年
月
日
の
記
載
さ
れ
た
乗
船
券
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
乗
船
日
） 

 

（
二
） 

往
復
券 

発
売
日
を
含
め
て
十
四
日
間
（
乗
船
年
月
日
を
記
載
さ
れ
た
乗
船
券
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

乗
船
券
日
か
ら
十
四
日
間
） 

 

（
三
） 

回
数
券 

発
売
当
日
を
含
め
て
二
月
間 

 

（
四
） 

定
期
乗
船
券
・
団
体
乗
船
券
・
そ
の
他
の
乗
船
券 

券
面
記
載
の
通
用
期
間 

二 
 

疾
病
そ
の
他
自
動
車
の
運
転
者
の
一
身
に
関
す
る
不
可
抗
力
又
は
当
村
が
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を

と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
の
運
転
者
又
は
運
送
申
込
人
が
、
自
動
車
を
乗
船
さ
せ
る
こ
と
を
延
期
し
、

又
は
継
続
し
て
乗
船
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
当
村
は
、
自
動
車
航
送
券
の
未
使
用
区
間

に
つ
い
て
、
七
日
間
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
通
用
期
間
を
延
長
す
る
取
扱
い
に
応
じ
ま
す
。 

三 
 

自
動
車
を
乗
船
さ
せ
た
後
に
自
動
車
航
送
券
の
通
用
期
間
が
経
過
し
た
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
乗

船
さ
せ
る
間
に
限
り
、
当
該
自
動
車
航
送
券
の
通
用
期
間
は
、
そ
の
間
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。 

（
乗
船
変
更
） 



第
十
三
条 

運
送
申
込
人
が
自
動
車
航
送
券
（
回
数
自
動
車
航
送
券
を
除
く
。）
の
通
用
期
間
の
終
了
前
（
指
定
便

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
便
の
発
航
前
）
に
券
面
記
載
の
乗
船
区
間
、
指
定
便
又
は
自
動

車
の
種
類
及
び
長
さ
の
変
更
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
当
村
は
、
一
回
に
限
り
、
当
該
申
出
に
係
る
自

動
車
航
送
券
の
発
売
営
業
所
そ
の
他
当
村
が
指
定
す
る
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
変
更
の
取
扱
い
に
応
じ

ま
す
。
た
だ
し
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
船
便
等
の
輸
送
力
に
余
裕
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

二 
 

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
村
が
変
更
の
取
扱
い
に
応
じ
る
場
合
に
は
、
当
該
変
更
に
係
る
手
数
料
は
無
料
と

し
、
変
更
後
の
乗
船
区
間
並
び
に
自
動
車
の
種
類
及
び
長
さ
に
対
応
す
る
運
賃
の
額
と
既
に
収
受
し
た
運
賃

の
額
と
の
間
に
差
額
が
生
じ
る
と
き
は
、
当
村
は
、
不
足
額
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
申
し
受
け
、
過
剰
額
が
あ
れ

ば
こ
れ
を
払
い
戻
し
ま
す
。 

（
乗
越
し
） 

第
十
四
条 

自
動
車
の
運
転
者
又
は
運
送
申
込
人
が
自
動
車
を
乗
船
さ
せ
た
後
に
自
動
車
航
送
券
の
券
面
記
載
の

乗
船
区
間
の
変
更
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
当
村
は
、
そ
の
輸
送
力
に
余
裕
が
あ
り
、
か
つ
、
乗
越
し

と
な
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
変
更
の
取
扱
い
に
応
じ
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
村
は
、
変
更
後
の
乗

船
区
間
に
対
応
す
る
運
賃
の
額
と
既
に
収
受
し
た
運
賃
の
額
と
の
差
額
を
申
し
受
け
、
こ
れ
と
引
き
換

え
に
補
充
自
動
車
航
送
券
を
発
行
し
ま
す
。 

（
自
動
車
航
送
券
の
紛
失
） 

第
十
五
条 

自
動
車
の
運
転
者
又
は
運
送
申
込
人
が
自
動
車
航
送
券
を
紛
失
し
た
と
き
は
、
当
村
は
、
改
め
て
運

賃
を
申
し
受
け
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に
自
動
車
航
送
券
を
発
行
し
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
当
村
は
、
そ

の
旨
の
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。
た
だ
し
、
自
動
車
航
送
券
を
所
持
し
て
自
動
車
を
乗
船
さ
せ
た
事
実

が
明
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

二 
 

自
動
車
の
運
転
者
又
は
運
送
申
込
人
は
、
紛
失
し
た
自
動
車
航
送
券
を
発
見
し
た
と
き
は
、
そ
の
通
用
期

間
の
経
過
後
一
年
以
内
に
限
り
、
前
項
の
証
明
書
を
添
え
て
当
村
に
運
賃
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

（
不
正
乗
船
等
） 

第
十
六
条 

自
動
車
の
運
転
者
又
は
運
送
申
込
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、

当
村
は
、
運
賃
の
ほ
か
に
そ
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
の
増
運
賃
を
あ
わ
せ
て
申
し
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
乗
船
港
が
不
明
の
と
き
は
、
当
該
船
便
の
始
発
港
を
も
っ
て
乗
船
港
と
み
な
し
ま
す
。 

 

（
一
）
船
長
又
は
当
村
の
係
員
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
自
動
車
航
送
券
を
持
た
ず
に
自
動
車
を
乗
船
さ
せ
る
こ

と
。 

 

（
二
）
無
効
の
自
動
車
航
送
券
で
自
動
車
を
乗
船
さ
せ
る
こ
と
。 



 
（
三
）
記
載
事
項
が
変
更
さ
れ
た
自
動
車
航
送
券
で
自
動
車
を
乗
船
さ
せ
る
こ
と
。 

 

（
四
）
当
該
自
動
車
航
送
券
の
券
面
記
載
の
自
動
車
の
種
類
及
び
長
さ
以
外
の
自
動
車
を
乗
船
さ
せ
る
こ
と
。 

 

（
五
）
当
村
の
係
員
が
自
動
車
航
送
券
の
呈
示
を
求
め
、
又
は
運
賃
の
支
払
い
を
請
求
し
て
も
こ
れ
に
応
じ
な

い
こ
と
。 

 

（
六
）
不
正
の
申
告
に
よ
っ
て
、
運
賃
の
割
引
を
受
け
、
又
は
運
賃
を
支
払
わ
ず
に
自
動
車
を
乗
船
さ
せ
る
こ

と
。 

 

（
七
）
自
動
車
航
送
券
を
回
収
す
る
際
に
そ
の
引
渡
し
を
拒
否
す
る
こ
と
。 

（
払
戻
し
及
び
払
戻
し
手
数
料
） 

第
十
七
条 

当
村
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
自
動
車
航
送
券
の
発
売
営
業
所
そ
の

他
当
村
が
指
定
す
る
営
業
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
運
賃
を
払
い
戻
し
ま
す
。 

（
一
）
運
送
申
込
人
が
入
鋏
前
の
船
便
の
指
定
の
な
い
自
動
車
航
送
券
（
回
数
自
動
車
航
送
券
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
つ
い
て
、
そ
の
通
用
期
間
内
に
払
戻
し
の
請
求
を
し
た
場
合
（
第
三
号
及
び
第

五
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）
券
面
記
載
金
額
（
割
引
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
割
引
後
の
金
額
。
以

下
同
じ
。） 

 

（
二
）
運
送
申
込
人
が
、
入
鋏
前
の
指
定
便
に
係
る
自
動
車
航
送
券
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
便
の
発
航
前
に
払

戻
し
の
請
求
を
し
た
場
合
（
次
号
及
び
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）
券
面
記
載
金
額 

 

（
三
）
死
亡
、
疾
病
そ
の
他
自
動
車
の
運
転
者
の
一
身
に
関
す
る
不
可
抗
力
に
よ
り
、
自
動
車
の
運
転
車
又
は

運
送
申
込
人
が
自
動
車
を
乗
船
さ
せ
る
こ
と
を
取
り
止
め
、
又
は
継
続
し
て
乗
船
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
に
お
い
て
自
動
車
航
送
券
の
通
用
期
間
の
経
過
後
三
十
日
以
内
に
払
戻

し
の
請
求
を
し
た
と
き
。
券
面
記
載
金
額
と
既
使
用
区
間
に
対
応
す
る
運
賃
の
額
と
の
差
額 

 

（
四
）
運
送
申
込
人
が
、
入
鋏
前
の
回
数
自
動
車
航
送
券
に
つ
い
て
、
そ
の
通
用
期
間
内
に
払
戻
し
の
請
求
を

し
た
場
合 

券
面
記
載
の
乗
船
区
間
の
回
数
割
引
前
の
運
賃
の
額
に
使
用
済
券
片
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を

券
面
記
載
金
額
か
ら
控
除
し
た
額 

 

（
五
）
当
村
が
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
運
送
申
込
人
が
運
送
契
約
を
解
除
し
、

払
戻
し
の
請
求
を
し
た
と
き
。
券
面
記
載
金
額
と
既
使
用
区
間
に
対
応
す
る
運
賃
の
額
と
の
差
額 

 

（
六
）
当
村
が
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
運
送
契
約
を
解
除
し
た
場
合 

券
面
記
載
金
額
と
既
使
用
区
間

に
対
応
す
る
運
賃
の
額
と
の
差
額 

 

（
七
）
自
動
車
の
運
転
者
又
は
運
送
申
込
人
が
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し
の
請
求
を
し
た
場
合 

券
面
記
載
金
額 

二 
 

当
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
運
賃
の
払
戻
し
を
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
村
が
定
め
る
額
の
手
数
料
を
申
し
受
け
ま
す
。
た
だ



し
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
（
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
係
る
場
合
に
限
る
。）
に
係
る
払
戻
し
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

（
一
）
前
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
（
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
係
る
場
合
を
除
く
。）
及
び
第

七
号
に
係
る
払
戻
し 

二
百
円 

 

（
二
）
前
項
第
二
号
に
係
る
払
戻
し 

 
 
 

ア 

発
航
す
る
日
の
七
日
前
ま
で
の
請
求
に
係
る
払
戻
し 

二
百
円 

 
 
 

イ 

発
航
す
る
日
の
前
々
日
ま
で
の
請
求
に
係
る
払
戻
し 

券
面
記
載
金
額
の
一
割
に
相
当
す
る
額
（
そ

の
額
が
二
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
百
円
） 

 
 
 

ウ 

発
航
時
刻
ま
で
の
請
求
に
係
る
払
戻
し 

券
面
記
載
金
額
の
三
割
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
二
百

円
に
満
た
な
い
と
き
は
二
百
円
） 

第
四
章 

自
動
車
の
運
転
者
の
義
務 

（
積
込
み
及
び
陸
揚
げ
） 

第
十
八
条 

自
動
車
の
積
込
み
及
び
陸
揚
げ
は
、
船
長
又
は
当
村
の
係
員
の
指
示
に
従
い
、
自
動
車
の
運
転
者

が
行
う
も
の
と
し
ま
す
。 

二 
 

自
動
車
の
運
転
者
は
、
自
動
車
の
積
込
み
及
び
陸
揚
げ
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
自
動
車
の
ハ
ン
ド
ル
、
ブ

レ
ー
キ
そ
の
他
の
装
置
を
確
実
に
操
作
し
、
か
つ
、
積
降
施
設
及
び
当
該
自
動
車
の
状
況
に
応
じ
、
他
に
危

険
が
及
ば
な
い
よ
う
な
速
度
と
方
法
で
運
転
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

（
点
検
の
義
務
） 

第
十
九
条 

自
動
車
の
運
転
者
は
、
自
動
車
か
ら
離
れ
る
場
合
は
必
ず
施
錠
す
る
も
の
と
し
、
下
船
前
に
自
動
車

及
び
そ
の
積
載
貨
物
に
つ
い
て
点
検
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
こ
れ
ら
に
つ
い

て
異
常
を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
船
長
又
は
当
村
の
係
員
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

（
自
動
車
の
運
転
者
の
禁
止
行
為
等
） 

第
二
十
条 

自
動
車
の
運
転
者
は
、
自
動
車
を
運
転
し
て
乗
船
し
、
又
は
下
船
す
る
際
に
船
舶
内
又
は
乗
降
施
設

若
し
く
は
誘
導
路
に
お
い
て
徐
行
を
せ
ず
、
又
は
乗
降
中
の
他
の
自
動
車
の
前
方
に
割
り
込
ん
で
は
い

け
ま
せ
ん
。 

二 
 

自
動
車
の
運
転
者
は
、
自
動
車
の
積
込
み
及
び
陸
揚
げ
に
関
し
、
船
長
又
は
当
村
の
係
員
が
輸
送
の
安

全
確
保
の
た
め
に
行
う
職
務
上
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

三 
 

船
長
は
、
前
項
の
指
示
に
従
わ
な
い
自
動
車
の
運
転
者
に
対
し
、
下
船
を
命
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

第
五
章 

賠
償
責
任 

（
当
村
の
賠
償
責
任
） 

第
二
十
一
条 

当
村
は
、
自
動
車
及
び
そ
の
積
載
貨
物
の
滅
失
、
き
損
等
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第



四
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
損
害
の
原
因
と
な
っ
た
事
故
が
、
当
該
自
動
車
及
び
そ
の
積

載
貨
物
が
当
村
の
管
理
化
に
あ
る
間
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
責
任

を
負
い
ま
す
。 

二 
 

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
適
用
し
ま
せ
ん
。 

 

（
一
）
当
村
が
、
船
舶
に
構
造
上
の
欠
陥
及
び
機
能
の
障
害
が
な
か
っ
た
こ
と
並
び
に
当
村
及
び
そ
の
使
用
人

が
当
該
損
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
っ
た
こ
と
又
は
不
可
抗
力
な
ど
の
理
由
に
よ
り
そ

の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
場
合 

 

（
二
）
当
村
が
、
自
動
車
の
運
転
者
若
し
く
は
運
送
申
込
人
又
は
第
三
者
の
故
意
若
し
く
は
過
失
に
よ
り
、
又

は
自
動
車
の
運
転
者
若
し
く
は
運
送
申
込
人
が
こ
の
運
送
約
款
を
守
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
損

害
が
生
じ
た
こ
と
を
証
明
し
た
場
合 

三 
 

当
村
が
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
村
が
責
任
を
負
う
場
合
を
除
き
、
当
村
は
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。 

（
運
送
申
込
人
の
損
害
賠
償
請
求
権
） 

第
二
十
二
条 

自
動
車
の
運
転
者
又
は
運
送
申
込
人
が
保
留
を
な
さ
ず
に
引
渡
し
を
受
け
た
自
動
車
及
び
そ
の

積
載
貨
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
又
は
そ
の
積
載
貨
物
に
関
し
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
の
当

村
に
対
す
る
賠
償
請
求
権
を
放
棄
し
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。
た
だ
し
、
直
ち
に
発
見
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
損
傷
又
は
一
部
減
失
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
引
渡
し
の
日
よ
り
十
四
日
以
内
に
当

村
に
対
し
そ
の
事
実
を
文
書
に
よ
り
通
知
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

（
自
動
車
の
運
転
者
及
び
運
送
申
込
人
に
対
す
る
賠
償
請
求
） 

第
二
十
三
条 

自
動
車
の
運
転
者
又
は
運
送
申
込
人
が
、
そ
の
故
意
若
し
く
は
過
失
に
よ
り
、
又
は
こ
の
運
送
約

款
を
守
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
当
村
に
損
害
を
与
え
た
場
合
は
、
当
村
は
、
当
該
自
動
車
の
運
転

者
又
は
運
送
申
込
人
に
対
し
、
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

第
六
章 

共
通
自
動
車
航
送
券 

（
共
通
自
動
車
航
送
券
） 

第
二
十
四
条 

当
村
と
共
通
自
動
車
航
送
券
に
よ
る
自
動
車
航
送
の
取
扱
い
に
関
す
る
取
決
め
の
あ
る
船
舶
運

航
事
業
者
が
発
行
す
る
共
通
自
動
車
航
送
券
は
、
当
村
の
自
動
車
航
送
券
と
み
な
し
ま
す
。 

二 
 

前
項
の
共
通
自
動
車
航
送
券
に
よ
り
行
わ
れ
る
自
動
車
並
び
に
そ
の
運
転
者
及
び
積
載
貨
物
の
運
送
に

つ
い
て
は
、
当
村
の
運
送
区
間
に
関
し
て
は
、
こ
の
運
送
約
款
が
適
用
さ
れ
ま
す
。 


